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地方創生・公共交通対策特別委員会 

 

１ 開 催 日 時  令和８年２月 18 日（水） ９時 58 分～11 時 54 分 

 

２ 開 催 場 所  議員室 

 

３ 説  明  員  商工観光労働部長、土木交通部長および関係職員 

 

４ 議 事 の 概 要        

（１）滋賀県企業立地および先端技術研究開発の促進等による成長産業振興条例案につい

て 

・県民政策コメントによる意見募集の結果を踏まえ、委員会における「意見に対する

考え方」および 「意見を踏まえた最終の条例案」が決定された。 

・議案の提出者について、本特別委員会から提出することが決定された。 

・議案の提出日について、２月定例会議最終日の３月19日（木）に提出することが決

定された。 

・議案が上程された場合の提案説明について、委員会を代表して委員長が行い、その

内容等については委員長に一任することが決定された。 

 

（２）滋賀地域交通計画の策定に向けた検討状況について 

  委員からは、実現可能性が高い計画にすることが重要なので、不確実性のある部分

はできるだけ排除するべきである、総務・企画・公室常任委員会や文スポ・土木・警

察常任委員会でも様々な意見が出ているため、合同で委員会を開催してはどうかと思

う、などの意見が出された。 
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委員会に配付された資料 

資料1-1 滋賀県企業立地および先端技術研究開発の促進等による成長産業振興条例案 

要綱に対して提出された意見とこれに対する考え方について 

資料1-2 滋賀県企業立地および先端技術研究開発の促進等による成長産業振興条例案 

【概要】 

資料1-3 滋賀県企業立地および先端技術研究開発の促進等による成長産業振興条例案 

資料2-1 滋賀地域交通計画の策定に向けた検討状況について 

資料2-2 県民政策コメントおよび市町等意見照会の結果 

資料2-3 見直しの方向性 

 


